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参考資料１　事例から抽出された主な効果
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参考資料２　主な交付金等一覧



ᖹ成29年度に創設した䛂公共施設等㐺ṇ⟶⌮᥎進事業മ䛃に䛴いて、㞟⣙化・」ྜ化事業の実施体䜔㛗ᑑ化事業のᑐ㇟をᣑ
䛆地方മ計画㢠 䠤２䠕 ： 䠏䠈䠍䠑䠌൨ → 䠤䠏䠌 ： 䠐䠈䠏２䠌൨ → 䠮ඖ ：䠐䠈䠏２䠌൨ → 䠮２ ： 䠐䠈䠏２䠌൨䛇

䚾ᑐ㇟事業䚿ᘏᗋ㠃✚のῶᑡをకう㞟⣙化・」ྜ化事業 䚾ᙜ率等䚿ᙜ率： 䠕䠌䠂、⛯ᥐ⨨率 ： 䠑䠌䠂
」ᩘ団体が連ᦠして実施する㞟⣙化・」ྜ化事業のྲྀ⤌に䛚いて、ᑐ㇟施設を᭷しない団体も実施体にྵ䜐。

䐟㞟⣙化・」ྜ化事業

公共施設等㐺ṇ⟶⌮᥎進事業മ䛃に䛴いて 㞟⣙化・」ྜ化事業の実施体䜔㛗ᑑ

ᙜ率： 䠕䠌䠂

䐥㝖༷事業

䚾ᑐ㇟事業䚿他用途䜈の㌿用事業
䚾ᙜ率等䚿ᙜ率： 䠕䠌䠂、⛯ᥐ⨨率 ： 䠏䠌䠂（㈈政ຊにᛂ䛨て䠏䠌䡚䠑䠌䠂）

䐡㌿用事業

䚾ᑐ㇟事業䚿
䛆公共用のᘓ⠏≀䛇 施設（⩏務ᩍ⫱施設をྵ䜐）の使用年ᩘを法定⪏用年ᩘを㉸えてᘏ㛗させる事業
䛆社会基┙施設（道路（⯒、ᑠつᶍᵓ㐀≀、ᶫᱱ等）、河川⟶⌮施設、砂防関ಀ施設（䠑䠏年௨㝆のᢏ⾡基‽で設計された施設をྵ䜐。）、
海岸ಖ全施設、港湾施設、都市公園施設、ᒣ施設・ᯘ道、⁺港施設、㎰業水施設・㎰道・地す䜉り防Ṇ施設）䛇 ᡤ⟶┬ᗇが♧す⟶⌮方㔪
に基䛵䛝実施される事業（一定のつᶍ௨下等の事業）

䚾ᙜ率等䚿ᙜ率 ： 䠕䠌䠂、⛯ᥐ⨨率 ： 䠏䠌䠂（㈈政ຊにᛂ䛨て䠏䠌䡚䠑䠌䠂（ὀ））

䐠㛗ᑑ化事業

䚾ᑐ㇟事業䚿䝁䞁パ䜽ト䝅テ䜱のᙧ成に向けた㛗ᮇ的な䜎䛱䛵䛟りのど点に基䛵䛟事業
䚾ᙜ率等䚿ᙜ率 ： 䠕䠌䠂、⛯ᥐ⨨率 ： 䠏䠌䠂（㈈政ຊにᛂ䛨て䠏䠌䡚䠑䠌䠂）

䐢❧地㐺ṇ化事業

䚾ᑐ㇟事業䚿56年の᪂⪏㟈基‽ᑟධ前にᘓ設され、⪏㟈化がᮍ実施の市⏫ᮧの本ᗇ⯋のᘓ᭰え事業等

䚾ᙜ率等䚿ᙜ率 ： 䠕䠌䠂（⛯ᥐ⨨ᑐ㇟ศ䠓䠑䠂）、⛯ᥐ⨨率 ： 䠏䠌䠂 地方മのᙜṧに䛴いては、基金の活用が基本

䐤市⏫ᮧᙺሙᶵ能⥭ᛴಖ全事業

公共施設等㐺ṇ⟶⌮᥎進事業മ

䚾ᑐ㇟事業䚿公共施設等の䝴ニ䝞ー䝃ル䝕䝄䜲䞁化のためのᨵಟ事業
䚾ᙜ率等䚿ᙜ率 ： 䠕䠌䠂、⛯ᥐ⨨率 ： 䠏䠌䠂（㈈政ຊにᛂ䛨て䠏䠌䡚䠑䠌䠂（ὀ））

䐣䝴ニ䝞ー䝃ル䝕䝄䜲䞁化事業

（ὀ）⩏務ᩍ⫱施設のつᶍᨵ㐀事業にಀる事業に䛴いては、地方㈇ᢸ㢠にᑐする⛯ᥐ⨨率が、Ꮫᰯᩍ⫱施設等整備事業മに䛚ける⩏務ᩍ⫱施設の
つᶍᨵ㐀事業（地方༢⊂事業）にಀるᙜヱ್を下回らない䜘う設定

䐟䡚䐥全て公共施設等⥲ྜ⟶⌮計画に基䛵䛝行䜟れる事業で、䐥を㝖䛝、個別施設計画等に⨨けられた事業がᑐ㇟。ただし、䜲䞁䝣䝷㛗ᑑ化基本計画に䛚いて個別施設計画にグ㍕す
ることとされている事㡯（ᑐ㇟施設、計画ᮇ間、ᑐ策のඃඛ順の⪃え方、個別施設の≧ែ等、ᑐ策内ᐜと実施ᮇ、ᑐ策費用）が個別施設計画とྠ種・㢮ఝの䛂施設整備計画䛃䜔䛂⤫ᗫྜ計画䛃
等に全てグ㍕されているሙྜは、個別施設計画を策定しないሙྜでも、㞟⣙化・」ྜ化事業等のᑐ㇟となる。䜎た、ᙜヱྠ種・㢮ఝの計画が一㒊の施設の䜏をᑐ㇟としているሙྜでもᑐ㇟となる。

ᮇ間：ᖹ成29年度から௧䠏年度䜎で（䐤は௧２年度䜎で（ただし、⤒㐣ᥐ⨨として、௧２年度䜎でに実施設計に
着手した事業に䛴いては、௧䠏年度௨㝆も現行とྠᵝの地方㈈政ᥐ⨨をㅮ䛨る））

䈜下⥺㒊ศを௧２年度からᣑ

 
社会資本整備総合交付金と防災・安全交付金

◇ 社会資本整備総合交付金は、国ᅵ㏻┬ᡤ⟶の地方公共団体向け個別補助金を一䛴の金にཎ๎
一ᣓし、地方公共団体にとって自由度が高䛟、創意工夫を⏕かせる⥲ྜ的な金としてᖹ成22年度に創
設。

◇ 防災・安全交付金は、地域住ẸのとᬽらしをᏲる⥲ྜ的な⪁ᮙ化ᑐ策䜔、事前防⅏・ῶ⅏ᑐ策のྲྀ⤌
䜏、地域に䛚ける⥲ྜ的な⏕活✵間のᏳ全確ಖのྲྀ⤌䜏を㞟୰的に支援するため、ᖹ成24年度補ṇ予算
に䛚いて創設。

個別補助金
をཎ๎ᗫṆ

䠘ᚑ前の補助金䠚

道路

河川

海岸

䜎䛱䛵䛟り

下水道

住宅

港湾

・

・
・

砂防

社会資本整備総合交付金
（ᧈщ҄ࢍởע؏ࣱ҄ሁỆếễầỦʙಅ）

ᖹ成27年度予算 ： 9,018൨
ᖹ成28年度予算 ： 8,983൨
ᖹ成29年度予算 ： 8,940൨
ᖹ成30年度予算 ： 8,886൨
௧ඖ年度予算 ： 8,713൨䈜

防災・安全交付金
（ẐԡểỤẲửܣỦỶὅἧἻϐನሰẑẆẐဃᆰ
᧓の安全ᄩ̬ẑ ửᨼɶႎỆૅੲ）

ᖹ成27年度予算 ： 䠍 947൨
ᖹ成28年度予算 ： 䠍 1,002൨
ᖹ成29年度予算 ： 䠍 1,057൨
ᖹ成30年度予算 ： 䠍 1,117൨
௧ඖ年度予算 ： 䠍 3,173൨䈜

௧ඖ年度予算の計ᩘは、⮫・≉別のᥐ⨨をྵ䜐。（社会資本整備⥲ྜ金：350൨、防⅏・Ᏻ全金：2,767൨）
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ᖹ成29年度に創設した䛂公共施設等㐺ṇ⟶⌮᥎進事業മ䛃に䛴いて、㞟⣙化・」ྜ化事業の実施体䜔㛗ᑑ化事業のᑐ㇟をᣑ
䛆地方മ計画㢠 䠤２䠕 ： 䠏䠈䠍䠑䠌൨ → 䠤䠏䠌 ： 䠐䠈䠏２䠌൨ → 䠮ඖ ：䠐䠈䠏２䠌൨ → 䠮２ ： 䠐䠈䠏２䠌൨䛇

䚾ᑐ㇟事業䚿ᘏᗋ㠃✚のῶᑡをకう㞟⣙化・」ྜ化事業 䚾ᙜ率等䚿ᙜ率： 䠕䠌䠂、⛯ᥐ⨨率 ： 䠑䠌䠂
」ᩘ団体が連ᦠして実施する㞟⣙化・」ྜ化事業のྲྀ⤌に䛚いて、ᑐ㇟施設を᭷しない団体も実施体にྵ䜐。

䐟㞟⣙化・」ྜ化事業

ᙜ率： 䠕䠌䠂

䐥㝖༷事業

䚾ᑐ㇟事業䚿他用途䜈の㌿用事業
䚾ᙜ率等䚿ᙜ率： 䠕䠌䠂、⛯ᥐ⨨率 ： 䠏䠌䠂（㈈政ຊにᛂ䛨て䠏䠌䡚䠑䠌䠂）

䐡㌿用事業

䚾ᑐ㇟事業䚿
䛆公共用のᘓ⠏≀䛇 施設（⩏務ᩍ⫱施設をྵ䜐）の使用年ᩘを法定⪏用年ᩘを㉸えてᘏ㛗させる事業
䛆社会基┙施設（道路（⯒、ᑠつᶍᵓ㐀≀、ᶫᱱ等）、河川⟶⌮施設、砂防関ಀ施設（䠑䠏年௨㝆のᢏ⾡基‽で設計された施設をྵ䜐。）、
海岸ಖ全施設、港湾施設、都市公園施設、ᒣ施設・ᯘ道、⁺港施設、㎰業水施設・㎰道・地す䜉り防Ṇ施設）䛇 ᡤ⟶┬ᗇが♧す⟶⌮方㔪
に基䛵䛝実施される事業（一定のつᶍ௨下等の事業）

䚾ᙜ率等䚿ᙜ率 ： 䠕䠌䠂、⛯ᥐ⨨率 ： 䠏䠌䠂（㈈政ຊにᛂ䛨て䠏䠌䡚䠑䠌䠂（ὀ））

䐠㛗ᑑ化事業

䚾ᑐ㇟事業䚿䝁䞁パ䜽ト䝅テ䜱のᙧ成に向けた㛗ᮇ的な䜎䛱䛵䛟りのど点に基䛵䛟事業
䚾ᙜ率等䚿ᙜ率 ： 䠕䠌䠂、⛯ᥐ⨨率 ： 䠏䠌䠂（㈈政ຊにᛂ䛨て䠏䠌䡚䠑䠌䠂）

䐢❧地㐺ṇ化事業

䚾ᑐ㇟事業䚿56年の᪂⪏㟈基‽ᑟධ前にᘓ設され、⪏㟈化がᮍ実施の市⏫ᮧの本ᗇ⯋のᘓ᭰え事業等

䚾ᙜ率等䚿ᙜ率 ： 䠕䠌䠂（⛯ᥐ⨨ᑐ㇟ศ䠓䠑䠂）、⛯ᥐ⨨率 ： 䠏䠌䠂 地方മのᙜṧに䛴いては、基金の活用が基本

䐤市⏫ᮧᙺሙᶵ能⥭ᛴಖ全事業

公共施設等㐺ṇ⟶⌮᥎進事業മ

䚾ᑐ㇟事業䚿公共施設等の䝴ニ䝞ー䝃ル䝕䝄䜲䞁化のためのᨵಟ事業
䚾ᙜ率等䚿ᙜ率 ： 䠕䠌䠂、⛯ᥐ⨨率 ： 䠏䠌䠂（㈈政ຊにᛂ䛨て䠏䠌䡚䠑䠌䠂（ὀ））

䐣䝴ニ䝞ー䝃ル䝕䝄䜲䞁化事業

（ὀ）⩏務ᩍ⫱施設のつᶍᨵ㐀事業にಀる事業に䛴いては、地方㈇ᢸ㢠にᑐする⛯ᥐ⨨率が、Ꮫᰯᩍ⫱施設等整備事業മに䛚ける⩏務ᩍ⫱施設の
つᶍᨵ㐀事業（地方༢⊂事業）にಀるᙜヱ್を下回らない䜘う設定

䐟䡚䐥全て公共施設等⥲ྜ⟶⌮計画に基䛵䛝行䜟れる事業で、䐥を㝖䛝、個別施設計画等に⨨けられた事業がᑐ㇟。ただし、䜲䞁䝣䝷㛗ᑑ化基本計画に䛚いて個別施設計画にグ㍕す
ることとされている事㡯（ᑐ㇟施設、計画ᮇ間、ᑐ策のඃඛ順の⪃え方、個別施設の≧ែ等、ᑐ策内ᐜと実施ᮇ、ᑐ策費用）が個別施設計画とྠ種・㢮ఝの䛂施設整備計画䛃䜔䛂⤫ᗫྜ計画䛃
等に全てグ㍕されているሙྜは、個別施設計画を策定しないሙྜでも、㞟⣙化・」ྜ化事業等のᑐ㇟となる。䜎た、ᙜヱྠ種・㢮ఝの計画が一㒊の施設の䜏をᑐ㇟としているሙྜでもᑐ㇟となる。

ᮇ間：ᖹ成29年度から௧䠏年度䜎で（䐤は௧２年度䜎で（ただし、⤒㐣ᥐ⨨として、௧２年度䜎でに実施設計に
着手した事業に䛴いては、௧䠏年度௨㝆も現行とྠᵝの地方㈈政ᥐ⨨をㅮ䛨る））

䈜下⥺㒊ศを௧２年度からᣑ

 

 
社会資本整備総合交付金と防災・安全交付金

◇ 社会資本整備総合交付金は、国ᅵ㏻┬ᡤ⟶の地方公共団体向け個別補助金を一䛴の金にཎ๎
一ᣓし、地方公共団体にとって自由度が高䛟、創意工夫を⏕かせる⥲ྜ的な金としてᖹ成22年度に創
設。

◇ 防災・安全交付金は、地域住ẸのとᬽらしをᏲる⥲ྜ的な⪁ᮙ化ᑐ策䜔、事前防⅏・ῶ⅏ᑐ策のྲྀ⤌
䜏、地域に䛚ける⥲ྜ的な⏕活✵間のᏳ全確ಖのྲྀ⤌䜏を㞟୰的に支援するため、ᖹ成24年度補ṇ予算
に䛚いて創設。

個別補助金
をཎ๎ᗫṆ

䠘ᚑ前の補助金䠚

道路

河川

海岸

䜎䛱䛵䛟り

下水道

住宅

港湾

・

・
・

砂防

社会資本整備総合交付金
（ᧈщ҄ࢍởע؏ࣱ҄ሁỆếễầỦʙಅ）

ᖹ成27年度予算 ： 9,018൨
ᖹ成28年度予算 ： 8,983൨
ᖹ成29年度予算 ： 8,940൨
ᖹ成30年度予算 ： 8,886൨
௧ඖ年度予算 ： 8,713൨䈜

防災・安全交付金
（ẐԡểỤẲửܣỦỶὅἧἻϐನሰẑẆẐဃᆰ
᧓の安全ᄩ̬ẑ ửᨼɶႎỆૅੲ）

ᖹ成27年度予算 ： 䠍 947൨
ᖹ成28年度予算 ： 䠍 1,002൨
ᖹ成29年度予算 ： 䠍 1,057൨
ᖹ成30年度予算 ： 䠍 1,117൨
௧ඖ年度予算 ： 䠍 3,173൨䈜

௧ඖ年度予算の計ᩘは、⮫・≉別のᥐ⨨をྵ䜐。（社会資本整備⥲ྜ金：350൨、防⅏・Ᏻ全金：2,767൨）

 
 

個別補助金と比較した交付金制度の特長

個別施設ごとにタテ割り
で補助採択

補助金が余れば返還か
繰越手続
（他には回せない）

個々のハード整備にだけ
使用

国が詳細に事前審査
個々のアウトプットに着目

計画全体をパッケージで採択

計画内の他事業に国費の流用可
（予算補助事業は）年度間でも国費率の調整可

返還・繰越の手続不要。順調な事業の進捗も可能。

基幹のハード事業と一体的に行う他種の事業を自由に選択可
（関連社会資本整備事業）

メニューが限定されない、地方の創意工夫を活かした事業も可
（効果促進事業：基幹事業の効果を促進する事業）

地方自らが目標を設定し、事後評価・公表
計画全体としてのアウトカムに着目

個別補助金 交付金制度

◇ 地域が抱える政策課題を自ら抽出して整備計画で明確化

◇ 地域が設定した具体的な政策課題の解決のため、トータルで支援

◇ 地方公共団体の自由度を高め、使い勝手を向上

○計画の目標実現のため基幹事
業と一体となって、基幹事業の
効果を一層高めるために必要
な事業・事務

○全体事業費の２割目途

社会資本整備総合交付金と防災・安全交付金の対象事業

（社会資本整備総合交付金の例）
ὉỴὊἃὊἛἴὊἽỉᚨፗὉગӊ
Ὁᚇήకϋऴإெỉૢͳ
Ὁᅈ˟᬴ܱίἾὅἑἇỶἁἽẆ
ᐯ᠃ʈụਾềἉἋἘἲሁὸ
Ὁᚘဒ౨᚛ίᩓ௵҄Ẇᚇή
ਰᐻሁὸ

整備計画に掲げる
政策目標の達成
（成果指標で事後評価）

住宅・社会資本の整備

住宅・社会資本の整備

（防災・安全交付金の例）
堤防決壊

̊ὸἡἈὊἛἰἕἩ
ỉ˺Ὁဇ

̊ὸ൦᧸ጀỉܱ

効果促進事業

基幹事業

効果促進事業

ὉἡἈὊἛἰἕἩỉ˺Ὁ
ဇ
Ὁ᧸ᏋẆ൦᧸ጀẆ
᧸ጀẆᢤᩊጀ
ỉܱ
Ὁ᧸ཛ໊Ẇ᧸ཛỽἳἻỉ
ૢͳ ሁ

○道路 ○港湾 ○河川 ○砂防
○下水道 ○海岸 ○都市公園 ○市街地
○住宅 ○住環境整備 等

（防災・安全交付金の例）
Ὁဃᆰ᧓ỉܤμᄩ̬
̊ὸᡫܖែỉʩᡫܤμݣሊ

（社会資本整備総合交付金の例）
ὉငಅὉᚇήਰᐻሁỆợỦщẝỦע؏ỉ࢟
̊ὸᣃࠊπטỉૢͳ ̊ὸลฺᚨỉૢͳ

Ὁൟ᧓৲ửᛔႆẴỦӕኵ
̊ὸ PFIሁửဇẲẺɦ൦൲ථ࢟༓૰҄ᚨሁỉݰλ

̊ὸᚇήకϋ
ऴإெỉૢͳ

ὉỶὅἧἻᎊ҄ݣሊ
̊ὸనὉἚὅἽỉᙀ̲

ὉʙЭ᧸Ὁถݣሊ
̊ὸඕ߷ء᧸ỉዬ࣯ݣሊ

このほか、関連社会資本整備事業（基幹事業と一体的に実施することが必要な社会資本整備重点計画法に掲げる社会資本整備事業及び公的賃貸住宅の整備に関する事業）がある。
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あ行

PPP/PFI事業においてồめられる財務、ἲ務等のᑓ㛛▱㆑等に䛴いて䜰䝗バ䜲䝇するᑓ㛛ᐙ。ά用が定さ
れる䜰䝗バ䜲䝄ーとしては、⥲合䜰䝗バ䜲䝄ー、財務䜰䝗バ䜲䝄ー、ᢏ⾡䜰䝗バ䜲䝄ー、ἲ務䜰䝗バ䜲䝄ー等
がᣲ䛢られる。

䜰䝗バ䜲䝄ー

地方公共団体が設⨨する施設のう䛱、ఫẸの⚟♴をቑ㐍する目的をも䛳て䛭の用に౪するために設䛡ら
れる施設をいう。（地方自ἲ➨244᮲）
公の施設はḟの用௳を‶たすᚲせがある。
1.ఫẸの用に౪すること
2.༊ᇦෆにఫ所を有する者の用に౪すること
3.ఫẸの⚟♴をቑ㐍する目的をも䛴こと
4.物的施設であること
5.地方公共団体が施設に䛴いてఱらかの権ཎ（所有権、㈚権等）をྲྀ得していること

公の施設

か行

定⩏はྛ事業で␗なるが、一般的にはPFI事業者から┤᥋業務をཷクするண定の業で、ฟ㈨の⩏務がな
いことがከい。

協ຊ業

公ເに䜘り提案書をເ㞟し、あらかじめ♧された評価基準に従䛳て᭱ඃ⚽提案書を特定したᚋ、䛭の提案
書の提ฟ者との間で契約を⥾⤖する方式。
㝶ព契約であるので、調達ෆᐜが㝶ព契約のせ௳（地方自ἲ施行令➨167᮲の2➨1項ྛྕを参照）を
‶たしていることがᚲせとなる。
公ເ䝥䝻䝫ー䝄䝹方式ということもある。

公ເ型䝥䝻䝫ー䝄䝹方式

公共施設のᩚഛ等に係る㑅定事業者の䝁䝇䝖が、公共㒊㛛からᨭᡶわれる䝃ー䝡䝇㉎入ᩱと、用ᩱ㔠
収入等のཷ┈者からのᨭᡶの方に䜘りᅇ収される事業㢮型。

ΰ合型

用ᩱ㔠のᚩ収を行う公共施設に䛴いて、施設の所有権を公共が有した䜎䜎、施設の運営権をẸ間事業
者に設定する事業方式。公共が施設の所有権をᣢ䛱続䛡るPPP/PFI事業であり、Ẹ間事業者は「公共施設
を運営する権（公共施設等運営権、䜎たは༢に運営権ともいう）」を公共から㉎入する。運営権は行政ฎ
ศに䜘䛳て設定される「みなし物権」であり、運営権者（権を㉎入したẸ間事業者）は、対象施設の用ᩱ
㔠を収ཷしながら事業運営を行う。Ẹ間事業者のពᕤኵに䜘る㉁の㧗い䝃ー䝡䝇提౪を目的とする。

䝁䞁䝉䝑シ䝵䞁事業（公共施設等運営事業）

ᮏ事例㞟においては、PFI事業にお䛡るせồỈ準書等のసᡂ（調ᩚ）及び提案ෆᐜの☜ㄆ・΅を行うため
の対ヰをいう。

➇த的対ヰ

Ẹ間事業者の公ເに当たり⤌ᡂされるἲே᱁の↓い共ྠ業体のこと。

䝁䞁䝋ーシ䜰䝮
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さ行

特定事業の㑅定、Ẹ間事業者の㑅定等に関する方㔪。公共施設等の管理者等は、PFI事業を行うに当たり、
実施方㔪を定めて、これを公⾲しな䛡れ䜀ならない。（PFIἲ➨䠑᮲）

実施方㔪

PFI事業の事業㢮型の一䛴。Ẹ間事業者は、自ら調達した㈨㔠に䜘り施設を設ィ・ᘓ設し、⥔ᣢ管理及び運
営を行う。地方公共団体は、䛭の䝃ー䝡䝇の提౪に対して対価をᨭᡶう事業㢮型。なお、公共が䝃ー䝡䝇
の提౪に対してᨭᡶう対価は、䝃ー䝡䝇㉎入ᩱ䜔䝃ー䝡䝇対価と䜘䜀れる。

䝃ー䝡䝇㉎入型

㑅定事業(公共施設等運営事業を㝖く。)を実施するため公共施設等の管理者等及び㑅定事業者が⥾⤖す
る契約をいう。事業契約のなෆᐜは、事業ෆᐜ、事業期間、Ẹ間事業者䜈のᨭᡶに関するつ定、事業◚
⥢の対ᛂ、契約⤊のつ定がᣲ䛢られる。

事業契約

ᮏ事例㞟においては、指定管理者が自ら⏬した業務で、指定管理業務ではない業務のことをいう。

自事業

地方自ἲ➨244᮲の改ṇ（ᖹᡂ15年9月施行）に䜘り設された制ᗘ。
公の施設の管理は、改ṇ以๓は公社な䛹公共的な団体にしか管理ጤクができなか䛳たが、指定管理者制
ᗘの設に䜘り、Ẹ間事業者をはじめNPO団体䜔䝪ラ䞁䝔䜱䜰団体な䛹、ᖜᗈく管理をጤ௵することができ
る䜘うにな䛳た。
指定管理者制ᗘでは、管理をጤクするのではなく、指定管理者が地方公共団体に代わ䛳て管理を行う（代
行する）ということになる。これ䜎では地方公共団体以እにはㄆめられていなか䛳た使用のチྍという行政
ฎศの一㒊に䛴いても、指定管理者にጤ௵することができる䜘うになる。
この制ᗘをᑟ入することで、Ẹ間事業者の䝜䜴䝝䜴をά用し、ྛ施設で䜘り一ᒙ䝃ー䝡䝇をྥ上さ䛫ること
䜔管理⤒㈝を⠇ῶすることな䛹が期ᚅされている。

指定管理者制ᗘ

発ὀ者が施設のᵓ㐀、㈨ᮦ、施ᕤ方ἲ等に䛴いて、ヲ⣽なᵝをỴめ、設ィ書等に䜘䛳てẸ間事業者に
発ὀする方式。（⇔ᛶ⬟発ὀ方式）

ᵝ発ὀ方式

地方公共団体が➇தの方ἲに䜘らず、௵ពに特定の┦手方を㑅定して契約を⥾⤖する方ἲ。➇த入札に
付する手間を┬き、特定の㈨⏘、ಙ用、⬟ຊ等のある┦手方を௵ពに㑅定できるため、契約事務の負担を
㍍ῶするという㛗所をᣢ䛳ている。

しかし、契約の┦手方の㑅定が೫䛳てし䜎うと地方公共団体と特定の業者の間に特Ṧな関係が発⏕する等、
適ṇな価᱁に䜘る契約⥾⤖が☜保できなくなる▷所もే䛫ᣢ䛳ているので、䛭の運用に際しては、関係ἲ
令及びྛ団体の᮲例䜔財務つ๎等に๎䛳た適ṇなᇳ行がᚲせである。

㝶ព契約

事業の⤌み・ᯟ⤌み・ᵓᡂ。

䝇䜻ー䝮

ᮏ事例㞟においては、用㏵がྠ一である」ᩘの施設を一䛴の場所に䜎とめること、用㏵が␗なる」ᩘの施
設を一䛴の場所に䜎とめることをいう。

㞟約・」合等
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た行

発ὀ者がồめる䝃ー䝡䝇Ỉ準を᫂らかにし、事業者が‶たすべきỈ準のヲ⣽をつ定した発ὀのこと。
PFI事業に䛴いては、ᵝ発ὀ方式䜘りもᛶ⬟発ὀ方式の方がPFIἲの᪨である「Ẹ間のពᕤኵの発
」が実現し䜔すくなるといわれている。（⇔ᵝ発ὀ方式）

ᛶ⬟発ὀ方式

ண定価᱁の⠊ᅖෆで⏦し込みをした者のう䛱、価᱁䛰䛡ではなく䛭のの᮲௳（⥔ᣢ管理・運営の䝃ー䝡䝇
Ỉ準、ᢏ⾡ຊ等）を⥲合的に຺案し、ⴠ札者をỴ定するもの（地方自ἲ施行令167᮲の10の2）。

⥲合評価一般➇த入札

ᛂເ䜾䝹ー䝥の代⾲者。PFI事業では、ເ㞟の際に、「代⾲業はSPCに対してฟ㈨を行うこと」とつ定される
場合がከい。

代⾲業

㑅定事業者に䜘る㑅定事業の実施がᅔ㞴とな䛳た場合な䛹に、管理者等に䜘るPFI事業契約のゎ㝖権行使
を⼥㈨㔠⼥機関等が一定期間␃保することをồめ、㈨㔠౪⤥している⼥㈨㔠⼥機関等に䜘る㑅定事業に
対する一定の入（Step-in）をྍ⬟とするためのᚲせ事項をつ定した管理者等と⼥㈨㔠⼥機関等との間で
┤᥋⤖䜀れる協定。せồỈ準のᮍ達䜔期㝈の┈の႙ኻ（※）等一定の事項が⏕じた場合の┦の通▱
⩏務䜔㑅定事業者の発行するᰴ式䜔有する㈨⏘䜈の担保権の設定に対する管理者等のᢎㅙな䛹に䛴い
てつ定される。

※期㝈の┈とは、期㝈が฿達する䜎でのമ務のᒚ行をㄳồされない䜘うに、期㝈が䜎䛰฿達していない
ことに䜘䛳て当事者がཷ䛡る┈である。期㝈の┈がമ務者にㄆめられるのは、മ権者がമ務者をಙ用
しᒚ行の⊰ணを䛘たのであるから、特約に䜘り、മ務者にಙ㢗関係を◚ቯする䜘うな行Ⅽがあ䛳た場合
には、മ務者に期㝈の┈を႙ኻ、മ務者は期㝈の฿達をᙇし、た䛰䛱にᒚ行をㄳồすることができる
ものと定めるᚲせがある。

┤᥋協定（䝎䜲䝺䜽䝖・䜰䜾リー䝯䞁䝖（Direct Agreement））

定期地権には、一般定期地権、事業用定期地権、ᘓ物ㆡΏ特約付定期地権の3✀㢮がある。契
約の᭦᪂がないことな䛹がᬑ通地権と␗なる。

定期地権

対象とする事業をPFI事業として実施した場合、䝃ー䝡䝇Ỉ準のྥ上の見込みがあるか、Ẹ間の参入ពḧ
が䛹の⛬ᗘか、VFMシ䝭ュ䝺ーシ䝵䞁の᳨ド等から⥲合的に評価し、PFIのᑟ入のྍ⬟ᛶをุ᩿するもの。

ᑟ入ྍ⬟ᛶ調ᰝ

特定事業とは、公共施設等のᩚഛ等に関する事業で、PFI事業として実施することに䜘り効⋡的か䛴効ᯝ的
に実施されるものをいう。
特定事業の㑅定とは、基ᮏ方㔪及び実施方㔪に基䛵き、PFI事業として実施することが適ษであると公共施
設等の管理者等がㄆめる事業を㑅定することをいい、㑅定された特定事業を「㑅定事業」という。

特定事業の㑅定

ある特別の事業を行うために設立された事業会社のこと。
PFIでは、公ເ提案する共ྠ業体（䝁䞁䝋ーシ䜰䝮）が、᪂会社を設立して、ᘓ設・運営・管理にあたること
がከい。

特別目的会社 SPC（Special Purpose Company）

PFI事業の事業㢮型の一䛴。Ẹ間事業者が、自ら調達した㈨㔠に䜘り施設を設ィ・ᘓ設し、⥔ᣢ管理及び運
営を行い、施設用者からのᩱ㔠収入のみで㈨㔠をᅇ収する事業㢮型。

⊂立᥇⟬型
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な行

⥲合評価一般➇த入札方式のPFI事業において、ồめる䝃ー䝡䝇Ỉ準、ᢏ⾡ᵝ、せな契約᮲௳、リ䝇
䜽ศ担、事業者の㑅定基準、㑅定方ἲ等をグ㍕し、地方公共団体が公⾲する書㢮。これをもとにᛂເ者は
提案書をసᡂすることとなる。
公ເ型䝥䝻䝫ー䝄䝹方式でẸ間事業者㑅定を行う場合は「ເ㞟せ項」がこれにヱ当する。

入札ㄝ᫂書

は行

PFI事業にお䛡る᭱も㔜せなᴫᛕの一䛴で、ᨭᡶ（Money）に対して᭱も価値の㧗い䝃ー䝡䝇（Value）を౪⤥
するという⪃䛘方のこと。
VFMの評価は、PSCとPFI事業のLCCとの比㍑に䜘り行う。この場合、PFI事業のLCCがPSCをୗᅇれ䜀PFI事業
のഃにVFMがあり、上ᅇれ䜀VFMがないということになる。
公共䝃ー䝡䝇Ỉ準をྠ一に設定することなく評価する場合、PSCとPFI事業のLCCが等しくても、PFI事業にお
いて公共䝃ー䝡䝇Ỉ準のྥ上が期ᚅできるとき、PFI事業のഃにVFMがある。
地方公共団体が事業を実施するに当たり、事業手ἲを㑅ᢥする際のุ᩿基準となるもので、PFIで事業を
実施した方がపᗮでⰋ㉁な䝃ー䝡䝇の提౪がྍ⬟であると見込䜎れた場合、PFIが適ษであるとุ᩿される。

バリュー・フォー・マネー（VFM、Value for Money）

地方公共団体のᶆ準的な≧ែで通ᖖ収入されるであ䜝う⤒ᖖ的一般財※のつᶍを♧すもので、ᶆ準税収
入額等にᬑ通付税をຍ⟬した額。
なお、地方財政ἲ施行令㝃๎➨11᮲➨3項のつ定に䜘り、⮫財政対⟇മ（地方一般財※の㊊に対ฎ
するため、ᢞ㈨的⤒㈝以እの⤒㈝にもてられる地方財政ἲ➨5᮲の特例として発行される地方മ）の発
行ྍ⬟額に䛴いてもྵ䜎れる。
なお、ᮏ事例㞟では、ྛ地方公共団体の「ᖹᡂ29年ᗘ財政≧ἣ㈨ᩱ㞟」にグ㍕の額をᥖ㍕している。

ᶆ準財政つᶍ

公ເ型䝥䝻䝫ー䝄䝹方式で行うPFI事業において、ồめる䝃ー䝡䝇Ỉ準、ᢏ⾡ᵝ、せな契約᮲௳、リ䝇
䜽ศ担、事業者の㑅定基準、㑅定方ἲ等をグ㍕し、地方公共団体が公⾲する書㢮。これを基にᛂເ者は
提案書をసᡂすることとなる。
⥲合評価一般➇த入札でẸ間事業者㑅定を行う場合は「入札ㄝ᫂書」がこれにヱ当する。

ເ㞟せ項

ᮏ事例㞟では、公共施設等の⥔ᣢ管理・運営ẁ㝵にお䛡る」ᩘの␗なる業務を一ᣓしてẸ間事業者にጤ
クすることと定⩏する。

ໟᣓ的Ẹ間管理ጤク

PPP/PFI事業の実施๓に、対象事業に関ᚰを有するẸ間事業者から、公共がព見を⫈ྲྀすることをいう。
公共はᚲせにᛂじて、⫈ྲྀしたព見を実施方㔪等にᫎするか䛹うかを᳨ウすることが、➇த⎔ቃを㔊ᡂ
する上で㔜せとなる。

マーケ䝑䝖䝃䜴䞁䝕䜱䞁䜾

䜎行

㑅定事業者に䜘る公共䝃ー䝡䝇のᒚ行に関し、約定に従い適ṇか䛴☜実な䝃ー䝡䝇の提౪の☜保がなさ
れているか䛹うかを☜ㄆする㔜せな手ẁであり、公共施設等の管理者等の㈐௵において、㑅定事業者に䜘
り提౪される公共䝃ー䝡䝇のỈ準を┘ど（ 定・評価）する行Ⅽ。

䝰䝙䝍リ䞁䜾

䝥䝻䝆䜵䜽䝖・フ䜯䜲䝘䞁䝇とは、特定の䝥䝻䝆䜵䜽䝖（事業）に対するフ䜯䜲䝘䞁䝇であ䛳て、䛭のフ䜯䜲䝘䞁䝇
のᡶい及び㏉῭のཎ㈨をཎ๎として当ヱ䝥䝻䝆䜵䜽䝖から⏕みฟされる䜻䝱䝑シュフ䝻ー（収┈）に㝈定し、
䛭のフ䜯䜲䝘䞁䝇の担保を当ヱ䝥䝻䝆䜵䜽䝖の㈨⏘に౫Ꮡして行う㔠⼥手ἲ。

䝥䝻䝆䜵䜽䝖・フ䜯䜲䝘䞁䝇（Project Finance）
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䜔行

PFI事業で、Ẹ間事業者に対してồめる᮲௳䜔ෆᐜを᫂グしたもの。

せồỈ準書

ら行

䝥䝻䝆䜵䜽䝖において、ィ⏬から、施設の設ィ、ᘓ設、⥔ᣢ管理、運営、修⧋、事業⤊䜎での事業全体に
わたりᚲせな䝁䝇䝖のこと。

ラ䜲フ䝃䜲䜽䝹䡡䝁䝇䝖（LCC、Life Cycle Cost）

A䡚Z

事業の実施に当たり、協定等の⥾⤖のⅬでは䛭のᙳ㡪をṇ☜には定できない☜実ᛶのある事⏤に
䜘䛳て、ᦆኻが発⏕するྍ⬟ᛶをいう。

リ䝇䜽

事業において定され得るリ䝇䜽を、公共とẸ間事業者でศ担すること。リ䝇䜽ศ担に䛴いては、実施方㔪
等において、リ䝇䜽ศ担⾲のᙧ式で♧されることがከい。リ䝇䜽ศ担にお䛡るཎ๎は、「ྛ䚻のリ䝇䜽を᭱も
適ษに䝁䞁䝖䝻ー䝹できるものがリ䝇䜽を負担する」ということである。（「ྍ⬟な㝈りከくのリ䝇䜽をẸ間事業
者ഃに負担さ䛫る。」ということではないということにὀពすべきである。）

リ䝇䜽ศ担

公の施設の用に係るᩱ㔠を指定管理者が自らの収入として収ཷすることができる制ᗘ

用ᩱ㔠制ᗘ

Ẹ間事業者が施設等をᘓ設し、施設ᡂ┤ᚋに公共施設等の管理者等に所有権を移転し、Ẹ間事業者が
⥔ᣢ・管理及び運営を行う事業方式。

BTO（Build Transfer Operate）

ラ䜲フ䝃䜲䜽䝹䡡䝁䝇䝖の項を参照

LCC（Life Cycle Cost）

Ẹ間㈨㔠等のά用に䜘る公共施設等のᩚഛ等のಁ㐍に関するἲᚊ。ᖹᡂ11年7月に制定されたᡃが国に
おいてPFIを実施する上で基ᮏとなるἲᚊ（ᖹᡂ11年9月施行）。PFIの理ᛕ、手続、財政上のᨭᥐ⨨、つ
制⦆のಁ㐍等を定めている。

PFIἲ

BOT（Build Operate Transfer）

Ẹ間事業者が施設等をᘓ設し、施設ᡂ┤ᚋに公共施設等の管理者等に所有権を移転し、Ẹ間事業者が
⥔ᣢ・管理を行う事業方式。
（この䜘うな方式をBTO方式にศ㢮している事業もある）

Ẹ間事業者が施設等をᘓ設し、維持・管理及び運営し、事業終了後に公共施設等の管理者等に施設所有

権を移転する事業方式。

BTM（Build Transfer Maintenance）
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公共が自ら実施する場合の事業期間全体を通じた公的財政負担の見込額の現在価値。提案されたPFI事
業が従来型の公共事業に比べ、VFMが得られるかの評価を行う際に使用される。

PSC（Public Sector Comparator）

施設を改修し、管理・運営する事業方式。所有権の移転はなく、公共施設等の管理者が所有者となる方式。

RO（Rehabilitate Operate）

特別目的会社の項を参照

SPC（Special Purpose Company）

バリュー・フォー・マネーの項を参照

VFM（Value For Money）

関税と貿易に関する一般協定（GATT）に代わる世界貿易機関（WTO）の設立に当たり95年1月1日に発効し
たのが「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定」であり、この協定の付属書4に収録されているのが政府
調達に関する協定である。

政府調達に関する協定では、国のみならず都道府県、政令指定都市及び政府関係機関の行う基準額以上
の調達契約も対象とされたため、協定に定められた手続きを担保するために、入札・契約の具体的な手続
きを定める「地方公共団体の物品又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」が制定された。PFI事業
においても特例政令が適用される。

WTO政府調達協定
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